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原子力規制委員会 

平成25年度行政事業レビューに係る第2回外部有識者会合 議事録 

 

１．日時 

 平成２５年８月９日（金）１２：３１～１３：２６ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 会議室Ｃ 

 

３．出席者 

  浅羽 隆史 白鴎大学法学部教授 

  小笠原 直 監査法人アヴァンティア法人代表 代表社員 

  田渕 雪子 行政経営コンサルタント 

 事務局 

  米谷  仁 原子力規制庁総務課長 

  渋澤 昌弘 原子力規制庁総務課業務管理室長 

  川口  司 原子力規制庁総務課課長補佐 

 

４．配付資料 

 外部有識者会合委員名簿 

 資料１ 外部有識者点検対象事業に係る論点について 

資料２ 外部有識者点検対象事業一覧 

資料２－１  緊急時対策総合支援システム調査等委託費 

資料２－２  原子力安全規制情報広聴・広報事業委託費 

資料２－３  放射性物質監視推進事業 

資料２－４  原子力発電施設等安全調査研究委託費 

資料２－５  中間貯蔵設備長期健全性等試験 

資料２－６  経済協力開発機構原子力機関拠出金 

資料２－７  原子力発電安全基盤調査拠出金 

資料２－８  原子力規制機関評価事業拠出金 
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資料２－９  国際原子力安全研修事業 

資料２－１０ 海水腐食評価事業 

参考資料１ 平成２５年度原子力規制委員会行政事業レビュー行動計画 

参考資料２ 原子力規制委員会行政事業レビュー対象事業一覧 

参考資料３ 行政事業レビューの実施等について（平成25年4月5日閣議決定） 

参考資料４ 行政事業レビュー実施要領（行政改革推進本部事務局） 

 

５．議事録 

○米谷課長 それでは、定刻になりましたので、これより平成25年度原子力規制委員会行政事業レビ

ューに係る第2回外部有識者会合を開催いたします。 

 まず、配付資料の確認をお願いします。 

○川口補佐 事務局でございます。総務課の川口でございます。 

 お手元の議事次第の次の紙に、配付資料一覧というペーパーがございます。こちらのほうに、

本日配付させていただいております資料の一覧を書き下させていただいているところでございま

す。一つ一つ、大部になりますので、読み上げることはいたしませんけれども、議事の途中でも

結構でございますので、不足、また落丁等ございましたらお声がけいただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○米谷課長 それでは今日の、早速議題に入らせていただきたいと思います。 

 まず、議題1、「点検の対象事業の所見のとりまとめについて」でありますが、前回の外部有識

者会合における御議論を踏まえまして、各事業に対する論点を事務局でまとめておりますので、

こちらをもとに御意見等をいただければと思っております。 

 それでは、事務局からお願いします。 

○川口補佐 お手元の資料の1番に、「外部有識者点検対象事業に係る論点について」というものを事

務局で御用意させていただきました。こちらにつきましては、先ほど米谷のほうから御紹介がご

ざいましたが、前回の御議論を踏まえまして、当方で、こういう論点があるのではないかという

ほうを事務局でまとめたものでございます。 

 進め方といたしましては、比較的論点が多かったもの、比較的議論が多くなされたものを中心

に、先に進めさせていただければというふうにございますので、この番号の順ではなく、そうい

う、ウエイトを少し、先にやるべきものというものを先に進めさせていただければというふうに

思ってございます。 
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○浅羽委員 議論の多かったものからやっていこうということですね。 

○川口補佐 やっていくというものでございます。 

 具体的には、まず1番目にございます「緊急時対策総合支援システム調査等委託費」、こちらか

ら進めていただきまして、順次進めていきたいと思います。 

 まず、2-1でございます。外部有識者点検のうちの「緊急時対策総合支援システム調査等委託

費」というものでございます。こちらにつきましては、前回の議論の中で、全ての入札が一社応

札となっているところについて、その原因や課題というのをちゃんと把握して、ちゃんと競争性

が確保されるような入札方法等の改善というのがちゃんと図られるべきではないか、というよう

な点についての御指摘があったかと思ってございます。これをもとに、実際の有識者の所見取り

まとめというものを御議論いただければというふうに思います。 

○米谷課長 それでは、今、2-1ですよね。2-1の「緊急時対策総合支援システム調査等委託費」につ

いては、「すべての入札が一社応札になっている点に関し、その原因や課題等を明確にし、競争

性が確保されるよう入札方法等の改善を図るべき」ということでまとめさせていただいておりま

すが、これはよろしゅうございますでしょうか。何かございますか。 

 田渕先生。 

○田渕委員 確認ですけれども、今日は、このレビューシートの、外部有識者の所見案を取りま

とめるという方向でよろしいんですか。 

○川口補佐 はい、そのとおりでございます。 

○田渕委員 そういう観点であれば、もう一点、指標ですね。あと目標設定。その観点についても

コメントを付け加えたいと思います。前回の会合のときにも指摘しましたが、訓練数の目標設定が

ハイフンになっているので、目標設定の妥当性について見直すべきという観点を付け加えたほうが

よいのではないかと思います。 

○米谷課長 目標の……。 

○田渕委員 設定について、適切に対応すべき。 

○米谷課長 目標設定を適切に対応する。 

○田渕委員 ここに関しては記入のし忘れという御回答だったかと思うんですけれども、ハイフンの

形でレビューシートで出てしまいますので、今後についてはもう一度見直して、しっかり対応を

していただきたいということです。 

○米谷課長 これはよろしゅうございますか。 

○監視情報課 全くおっしゃるとおりです。 
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○米谷課長 そうですか。わかりました。じゃあ、それを加えさせていただきたいと思います。 

 ほかはよろしゅうございますかね。 

（はい） 

○米谷課長 それでは、2番に参りたいと思います。 

○川口補佐 2個目でございますが、すみません、順番を少し変えさせていただきまして、担当課室が

同じ課が一つございますので、資料2-3、放射性物質監視推進事業のほうを先にさせていただけれ

ばと思います。その次に、2-2の情報広聴・広報事業委託費のほうをさせていただければと考えて

ございます。資料としましては、資料2-3が、この対象の事業の資料になります。 

 資料1にございますとおり、論点といたしましては、実際のこの執行実績を踏まえた形として、

自治体等のニーズ、これに即応したモニタリングの部分につきまして、その実際のニーズであっ

たりというものの事業の必要性につきまして、再度精査を行うべきではないかというような論点

があったかと考えてございます。これをもとに御議論をいただければと思ってございます。 

○米谷課長 前回、第1回の議論、この2-3の事業については、まさにこういうところの御指摘だった

かと思いますが、いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますか。 

田渕先生。 

○田渕委員 事業の必要性について再度精査を行うべきということは、必要かどうかを確認するとい

うことか。「この必要性について、再度精査を行うべき」の必要性というのは、どういう論点で

ここに挙げていただいているのか、いかがでしょう。 

○川口補佐 前回の議論の中で、本当に自治体のニーズがあるのか、ないのかというところの議論が

あったかとございます。それを踏まえまして、本当にこの事業は、本当にニーズがあるのか、な

いのかというのをしっかり把握すべきではないかという観点で、その「必要性」という単語を使

わせていただきましたが、ちょっとまた表現の問題等もございますれば、ここで御議論をいただ

いて、修正をさせていただきたいと思います。 

○田渕委員 この事業の必要性云々というよりも、規制庁側の対応の仕方に能動的な部分が見られな

い。要するに、受け身、自治体からの要望をただ待っているだけに思えたんですね。国民として

は、放射線量について確かなデータを求めている。それを把握するための手段は必要。ただ、そ

のやり方が現状でいいのかどうか。私としては、自治体からの要望を待つだけではなくて、規制

庁として積極的に対応する必要があるのではないかという主旨で前回はコメントをさせていただ

いたので、その辺りを入れ込んでいただきたいと思います。 
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○米谷課長 先生としては、事業の必要性にクエスチョンマークというのではなくて、地元のニーズ

に即応したモニタリングをして、その情報を出していくことは大事だと思っているんだけども、

それを……。 

○田渕委員 要するに、受動的、待っている形にしか見えないんですね。規制庁として何をされたの

かがわからない。本来であれば、規制庁側として、本当にそういうニーズがあるのか、ないのか

を把握するための何かアクションがあってもいいのではないかと。それがないと、この事業が必

要か、否かは判断できない。国民としては、やはり線量が高いところがあったとしたら、それは

きちんとモニタリングしてほしいというニーズはあると思うんですね。その部分で、規制庁側と

しての対応の仕方に能動的な部分が見られない。受け身の形なので、そこをもう少ししっかり、

規制庁側から、本当にそのニーズがあるのか、ないのか、今のやり方でいいのかどうか、対応の

仕方についてもう一度見直すべきではないかということです。 

○川口補佐 そうしたら、コメントのほうをちょっと少しまた修正させていただきますが、「必要

性」という言葉をまず落とすという方向がよろしいのかなと、まず思いますので。 

○浅羽委員 よろしいですか。そもそもの必要性から考えるべき事業だと思います。その上でという

ことで、その上で、もちろんこういうような事業全般を、ここがやって、こういうのでというの

でなく、そもそもとしてモニタリングは、そういうのが必要だろうということについては問題な

いとは思いますが、ただ、ここでの、規制庁としての、この事業としてのまず必要性を判断した

上で、というような意味合いで議論していたと思いますので、必要性そのものも問われて、とい

うようなことだと思います。 

○川口補佐 特に今、田渕先生がおっしゃったような、ニーズの把握の部分とかに積極的にもう少し

やるべきだというような観点の御趣旨のところを少し付け加えるような形の修正はさせていただ

きたいと思います。 

○田渕委員 それがないと、必要性の議論ができないという部分で、まず最初にその点が必要だろう

ということ。それから、ほかの事業でも関係して申し上げましたけれども、施策・政策の体系の

中でこの事業がどう位置づけられているのか、そこの部分に関して、この事業も含めて、事業の

必要性はチェックしていく必要はあると思います。 

○小笠原委員 この点については、前回の会合でも、うちが司令塔としてこういう役割を果たしてい

くんだという話が非常にあったにもかかわらず、今回の結論が、いや、もう必要性そのものを議

論すべきという話になると、結局、国民からのニーズは強くあるにもかかわらず、その担い手が

不在のまま、今回、見て見ぬふりしてしまったみたいな話になってはいけないので、やっぱり、
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もし仮にこういうアプローチで必要ではないとしても、どこが担っているのかというか、どこが

そういったことを大々的に行っているかということは、やっぱりしっかりと連携をとって、明ら

かにすべきかなというふうに思っています。 

○米谷課長 どうですか。そうすると、まず一つは実際のニーズの把握を積極的に行うと。それに応

える事業のあり方を目指していく、というような感じかなというふうに思いますが、そんなとこ

ろでちょっと文章を整理させていただいて。 

担当課長。 

○室石監視情報課長 監視情報課の室石でございますけれども、コメントのところはお任せいたしま

すけれども、私ども執行している課として、今年度に具体的にニーズ調査と、それから自治体へ

の周知というのはきちっとこれから図っていきたいと思います。要するに、4月から、今までやっ

てきた以外に、今日以降でもう一度それをやりたいというふうに思います。 

○米谷課長 よろしゅうございますかね、二つ目は。 

（はい） 

○米谷課長 それでは、事務局から三つ目をお願いします。 

○川口補佐 第3点目でございますが、資料2-2でございます。「原子力安全規制情報広聴・広報事業

委託費」でございます。こちらで議論させていただければと思います。 

 資料1にございます上から2番目でございますが、この論点といたしましては、以上のものがあ

ったのではないかと考えてございます。一つ目が、事業を実施する上、広報事業をやる上での実

態、それが成果を把握するために必要となる基本的なデータというものを早急に整備すべきでは

ないかというような点。もう一つが、これも同じく、入札が1社応札ということになっている点、

これにつきまして、競争性を確保されるよう改善を図るべきではないかというような点だったと

考えてございます。これをもとに御議論をいただければと思います。 

○米谷課長 2-2でありますが、広聴・広報事業、このような議論であったかと思い出すわけでありま

すが、いかがでございましょうか。 

 田渕先生。 

○田渕委員 この事業についても指標ですね。レビューシートには「定量的な指標を示すことが不可

能である」とあるんですけれども、本事業に係る定量的な指標については、例えば、前回のとき

にもコメントであった登録者数ですとか、国民の信頼度、そういったもので設定可能なんですね。

ですので、成果指標、活動指標については全面的に見直しをしていただきたい。 

○米谷課長 指標の見直しということもきちんと言及してほしいということですね。 
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○田渕委員 そうですね。 

○米谷課長 ほかは何かございますか。 

小笠原先生。 

○小笠原委員 ちょっとこれは前回の議論の確認なんですけれども、前年度は執行率が6.8と低くて、

これの理由のほうを御説明いただいたときに、この事業というのは、旧保安院時代のものを踏襲

したものなので、PDCAがもう全くできなくなった、みたいなコメントをいただいたかと思うんで

すが、それを受けて、今年度はどういう取組を同一の予算でされようとされていたんでしたっけ。 

○奥山政策評価・広聴広報課広報室長（以下、「奥山室長」） 広報室、奥山と申します。24年度の

執行率が悪くて、それはなぜかというと、保安院における事業をそのまま踏襲した形での要求に

なっているからだと。結果的に、じゃあ25年度をどういうふうなものにするのかというのが、ま

さに一番表に書いてあるもので、規制委員会としての活動をきちんと情報提供をしていく、ある

いは国際会議の発信、あとは、まさにPDCAをきちんと回していくであるとか、緊急時の情報提供

をしていくと、そういったものでこの3.5億を事業として進めていくというような形にたてつけて

いっているということです。 

○小笠原委員 なるほど。その場合のPですね、このPの指標になっているものが、今掲げられている

のは、このアウトプットのところということに……。 

○奥山室長 そうですね。 

○小笠原委員 ということではあるんですか。 

○奥山室長 そこは、ですから、まさに御指摘を受けたように、基本的なデータというところがきち

んとまだ整っていないというところがありますので、そこを早急に整えた上で、まさにPDCAがき

ちんと回せるような指標というのを、まずはすぐに設定すると。 

○小笠原委員 なるほど。それと、その設定をしたときに、もしあれであれば、この前段でアウトカ

ムは、もう実質的に定量的な指標を示すことは不可能であるというふうになっているんですが、

それだと、そういった広報効果が、実際に本当に、ただ出力しただけで、受け手がどう感知して

いるのか、どれぐらい満足しているのかというところは示す必要があると思うので、そのための

仕組みづくりというのも必要かなと思うんですね。 

○奥山室長 はい。ですから、そういう意味で、すみません、言葉足らずかもしれませんが、アウト

プットのみならずアウトカムのところも、やはりきちんと可能性を検討した上で、設定できるも

のがあればきちんと設定するという上でのPDCAというふうに書いています。 

○小笠原委員 ちょっとその辺少し具体的に、アウトプットだけじゃなくて、そういったアウトカム
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にも配して、その指標づくりと、その指標を整備するための仕組みづくりというものを取り組ん

でいただくというところをちょっと入れていただけると。 

○奥山室長 はい。 

○米谷課長 それは、田渕先生がおっしゃった指標の見直しということと同じ……。 

○小笠原委員 同じだと思います。 

○田渕委員 あと、例えば国民の皆さんが情報に充足されているか、情報の充足度。さき程、信頼度

とだけ申し上げたので、補足させていただきますけれども、信頼度とすると国としての対応にな

ってしまうので、その信頼度の中でも、情報の信頼度ですね。規制庁が提供する情報に対する信

頼度、充足度は成果指標として設定すべき。その成果を測るためには、現状を把握していなけれ

ばその効果は測れないので、1点目に書いてあるポイントが必要だということですね。 

○米谷課長 浅羽先生。 

○浅羽委員 特に充足度のところで、この前申し上げた中で、緊急時の情報の登録の数とか、具体的

に成果指標として、まずすごくとっつきやすいものもあろうかと思いますので、具体的にはそん

なようなところからやっていただけるといいのかもしれないなと、一つの指標としてですけれど

も、そんなようなところを具体的にはお願いできればと考えております。 

○米谷課長 ありがとうございます。よろしいですかね。 

（はい） 

○米谷課長 それでは、三つ目は、今いただいた御意見を踏まえて修正をさせていただきたいと思い

ます。 

 それでは四つ目に参ります。 

○川口補佐 続いてでございますが、ちょっと大きく飛んでしまいますが、資料2-9、2-10の順番に進

めさせていただければと思います。 

 まず資料2-9でございますが、「国際原子力安全研修事業」という事業でございます。論点につ

きましては、資料1の2枚目にございます。下から2番目を御覧いただければと思いますが、国際原

子力安全研修事業につきましては、まず、原子力安全基盤機構における支出について、随意契約

というものが見られる、多いということから、その妥当性につきまして、しっかりと確認を行う

とともに見直し等の検討を指示すべきではないか、というのが一つ。もう一つが、原子力規制委

員会の政策・施策体系と、こういうものを意識した上で事業をしっかりと遂行すべきではないか

と、この2点を今挙げさせていただいてございます。これをもとに議論いただければというふうに

思ってございます。 
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○米谷課長 2-9、国際原子力安全研修事業、前回の議論の中で、今2点挙がっておりますが、こうし

た御指摘があったかと思いますが、このようなまとめでよろしゅうございますでしょうか。 

 浅羽先生。 

○浅羽委員 本来、田渕先生が御指摘すべきだとは思うんですが、田渕先生は前回御指摘いただいた

中で、そのとおりだなと思っていたことで、ここに書くべきかどうか、ちょっと迷いましたので、

あるいは私の意見ではなかったのであれなんですが、政策の、この目的のところですよね。政

策・施策名で、「いずれの施策にも関連しないもの」というようなところに関しては、自分たち

の施策が、この形式的にはこういうふうになるとしても、どういうような目的でやっているのか

といった田渕委員の指摘は、本当にそのとおりだと私も思いましたので、田渕委員から指摘があ

って、行くかなと思っていたのであれなんですが、これは9も10も同じなので、共通してそういう、

何を自分たちがするのかということを、できるだけわかりやすく、それは形式にとらわれずにや

る必要はあろうかと思いますので、その点は改めて申しておいたほうがいいのかなと、委員の1人

として――すみません、田渕先生、ごめんなさい。 

○田渕委員 多分その点は、事務局としては2個目の論点に入れ込んだおつもりかなと認識しているん

ですが、この言い回しですと、体系を意識すればいいのかという問題になってしまうので、ここ

は、浅羽委員がおっしゃったような視点で整理をし直していただきたい。要するに、その政策・

施策体系における当該事業の位置づけがあって初めてその事業が必要かを判断できるわけですか

ら、それを認識した上で、しっかりとした形で事業を遂行していただきたいということですね。

「意識して」だと、意識すればいいのかという話になってしまいますので。 

 9も10もですが、私はむしろ「いずれの施策にも関連しないもの」に対するコメントを1番目に

してほしい。一つ目にこの点を出して、随契等はその上での話になるので、コメントの順番を変

えたほうがいいと思います。 

○川口補佐 今の御指摘も踏まえまして、書き方と、順番も含めて、再度修正させていただきます。 

○小笠原委員 ちょっと確認ですけども、これは、事実関係として、JNESに投げた部分について、随

意契約かどうか、入札をしっかりしているかということについては、こういう指摘を論点整理と

してまとめていますが、事実としては、今までは全く管理してなかったということなんでしたっ

け。「妥当性について確認を行うとともに」ということですから、こういう指摘をさせていただ

くということは、言ってみれば、そういった、うちが出した部分についての、その後のフォロー

というか、管理は、全く情報も得ないで、どんな契約関係になっていたかというのは把握されて

なかったということでいいんですかね。それだったらこういう指摘になると思うんですけど。 
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○工藤総務課調査研修官（以下、「工藤調査研究官」） 一応、事前にやる前にはちゃんと打ち合わ

せをして、これは随契になりますとか、これは一般競争でやりますという、その調整はしており

ます。なんで随契なんだという理由を一応聞いて、であれば、機構の規定に従ってやっているか

どうかという、そういう管理はしております。 

○田渕委員 随契以外は絶対にできなかったと、規制庁として判断をされたということですか。 

○工藤調査研究官 24年度の事業に関しましては、随契でしか仕方がなかったということでございま

す。 

○田渕委員 仕方がないというか……。 

○工藤調査研究官 しかできなかったということでございます。 

○田渕委員 ほかにはなかった。 

○工藤調査研究官 はい。 

○米谷課長 ということの確認作業を行ったということですね。 

○工藤調査研究官 はい。 

○浅羽委員 だとすると、この指摘というのはあまり適切ではないということになってしまうんでし

ょうか。あまりこちらも言えばいいというものではないとも思いますので、できるだけ実質的な

意味を持たないと仕方がないと思いますので。 

○小笠原委員 ただ、しっかりなさっているのに、こういう指摘をして、今までどおりだったら何に

も意味がないような気はしますね。 

○工藤調査研究官 ただ、25年度以降は、24年度と同じことをやるものでもないと思いますので、そ

ういったものについては、ちゃんと事前に、もうちょっとちゃんと見てやってくださいというこ

とで、一応随契を減らすようには、その規定の範囲内でやっていただくようには調整はしていま

す。 

○小笠原委員 より一層、そういったことについてということですかね。「より一層」ということで

すね。 

○米谷課長 ちょっとニュアンスを足しましょう。 

○浅羽委員 そうですね。はい、わかりました。 

○田渕委員 JNESは規制庁の執行機関なわけですから、ここでのポイントは、むしろこういう個別の

コメントよりも、丸投げではなくて、規制庁としてしっかり関与しているか、その部分ですね。

コメントとしては、もう少ししっかり関与を、「より一層」として、これはそのまま置いておい

ても構わないですけれども、そういう形でいかがでしょうか。 
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○米谷課長 ありがとうございます。今、2-9。2-10はまた別途……。 

○川口補佐 また別……。 

○米谷課長 じゃあ、2-10のほうも、事務局、お願いします。 

○川口補佐 それでは次、2-10、「海水腐食評価事業」でございます。こちらにつきまして論点を挙

げさせていただいているところでございます。 

 一つ目といたしまして、原子力安全基盤機構における執行状況、これをちゃんとしっかり把握

した上で、事業が適切に実施されるよう必要な指示を行うべきではないか、というのが一つ。も

う一つは、先ほどもございましたが、政策・施策体系の話を入れてございます。順番の書き方等

は、先ほどの議論と同じかと思いますが、ほかの論点であったり、1個目に書いたところ、これに

ついて、もっと違う書き方や、こういう指摘がよろしいのではないかという御意見をいただけれ

ばというふうに思います。 

○米谷課長 2-10、いかがでございましょうか。 

 田渕先生。 

○田渕委員 ここでは、スピード感がない、危機意識が感じられないということですね。安全性に対

する危機感をもっとしっかりと持っていただいて、迅速な対応をしていただきたいと。前回の御

説明ですと、プランに時間をかけ過ぎたという御説明でしたけれども、そんなことを言っている

場合ではないと思うんですね。全くスピード感が感じられない、その点はコメントとして入れて

いただきたい。 

○米谷課長 担当課、よろしゅうございますか。 

○金城東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長 はい。 

○米谷課長 ほかはよろしゅうございますか。 

 それでは、次の事業のほうをお願いします。 

○川口補佐 では、次でございますが、資料でいうと2-4でございます。「原子力発電施設等安全調査

研究委託費」。その次に2-5、その後は順番どおり、2-6、2-7、2-8と進めさせていただきたいと

思います。 

 まず、資料2-4の「原子力発電施設等安全調査研究委託費」、これにつきまして御議論いただけ

ればと思います。論点の部分でございますが、資料1の1枚目に戻りまして、資料番号2-4と書いて

あるものでございます。これにつきましては、レビューシートを御確認いただければわかるかと

思いますが、大半が繰越のものとなってございます。事業の執行も進んでいるというふうには言

い難いのではないかと。そういう意味では、成果等について、なかなか点検を今この場で行うこ
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とは困難ではないかというふうに思ってございます。これにつきましては、参考資料4というので、

「行政事業レビュー実施要領」というものがございます。この中で、4ページあると思うんですが、

その真ん中の(3)の①のところになお書きがございまして、「事業の執行が進んでいない」とか、

効果が十分に発現していない等の理由により、点検が、ちょっと行うことができないであろうと

した場合、翌年も対象とする、というような取り扱いをすることができるというふうに書いてご

ざいます。これを適用いたしまして、今回の事業については、一旦は今回挙げさせていただきま

したが、こういう状況でもございますので、翌年度も、外部有識者点検の対象の事業とするとい

うことにし、来年度改めて点検を受けるというような形にさせていただければというふうにした

いと考えてございます。 

 ですので、まずこの取り扱いにつきまして御議論をいただきたいというのが一つ。そういう形

であって、コメントを何か出すべきであるというのであれば、どういうコメントを出すべきかと

いうことについても御議論いただければというふうに考えております。 

○米谷課長 田渕先生。 

○田渕委員 確認ですけど、なぜこの事業が評価対象の10事業に選ばれたのか。どういう基準で今回

の対象事業を選択したのか。この事業を評価対象にした意図は何ですか。 

○川口補佐 まず、この2-4のこの事業でございますが、平成24年度の新規事業ということで、まず24

年度の新規事業については必ずやらなければいけないというような形になっていたんですが、ち

ょっと、すみません、我々のほうでも執行状況をきちんと把握できていない中で選んでしまった

という点がちょっとあったのは、我々のほうの不手際であるんですが、少なくともこの事業を選

んだという観点というのは、24年度の新規事業であるということで、まず、これについては統一

的に外部有識者の点検を求めることとされているというところから入れたものでございます。 

○米谷課長 という経緯だったということのようですが。 

○浅羽委員 事務的な質問だけ。この括弧書きで原案どおりとした場合には、自己評価のところの丸

が、点検があるんですけれども、これ自体はどのような扱いになるんでしょうか。持ち越される

んでしょうか、それとも、なかったものになるんでしょうか。 

○川口補佐 最終公表がこの後8月末にございますので、その段階で、いろんな御議論もあった中での

修正というのは可能でございますので、前回の御議論があったのはございますので、そこについ

ては担当課のほうで適切に対応いただくというような指導をさせていただきたいと思います。 

○田渕委員 括弧書きでいいのかというと、私としては、この事業も評価対象になっているので、コ

メントは入れるべきだと思います。活動実績は、現シート上では○になっているけれども、実績
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としては△ですよね。浅羽委員はその観点でおっしゃったのだと思うんですけれども、○で出て

きているので、これを今から修正するのではなくて、これに対して我々としては、活動はしっか

りできているとは思えないという所見を述べるべきだと思います。 

 再委託の随契についても、「競争性が確保されるよう改善をはかるべき」ですとか、改善の方

向に関しても指摘をしたほうがいいのではないかと思いますが、いかがですか。 

○小笠原委員 そうですね。私も同感でして、別に執行が進んでいないとかということだけではなく

て、実際にこういった状況の中で、先ほど田渕委員のほうからお話がありましたように、やっぱ

り随契で、その後、再委託をしているような、こういう状況もありますから、そういう指摘すべ

きところは指摘するということで、何かキャリーする必要はないのかなというか、この時点でや

っぱりできたことは評価するということでいいような気がしますね。 

○米谷課長 そうしますと、今の時点で、指摘すべきこととして、すみません、もう一度。 

○田渕委員 活動実績ですね、評価が適切とは思えないということ。それから、再委託の随契の件。

私は、もう一点、規制庁が9月発足だったので4事業のうち1事業しかできなかったという話だった

と思うんですけれども、その点に関しても、「執行状況を的確に把握して、スピード感を持って

事業を実施されたい」というコメントは入れたいと思います。 

○米谷課長 わかりました。そのほかの先生からも何か。今、事務局でこの後まとめさせますが、こ

れは入れておいてほしいというのはありますか。よろしいですかね。 

（はい） 

○米谷課長 それでは、事務局のほうで、今出たものを、これをちょっとまとめさせていただいて、

もう一度見ていく形にしたいと思います。 

 それでは次の案件を。 

○川口補佐 続きましては、資料2-5でございます。「中間貯蔵設備長期健全性等試験」というもので

ございます。 

 資料番号2-5でございます。論点につきましては、資料1の1枚目、一番下にございます。こちら

につきましては、前回の議論では、どちらかというと事実関係に対する質疑応答が多かったとい

うふうに認識してございます。ですので、現時点では特に論点が今のところないかなというふう

にちょっと今考えたところでございますが、あえて書くとすれば、こういうような書き方はある

のかなということで、執行状況を踏まえまして、予算額が真に必要な額となっているか確認すべ

き、というような案を挙げさせていただきました。これにつきましては、この場でもよく御議論

をいただいて、最終的な案をつくり上げていくという形でとらせていただければと思いますので、
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よろしくお願いいたします。 

○米谷課長 今、説明がありましたが、前回の議論の中では、確かに額について細かいいろいろやり

とりをしていただいたということにかなりの時間を割いたということで、執行状況を踏まえ、予

算額が真に必要となっているかを確認すべき、というふうに事務局のほうで案を書かせていただ

いたということであります。いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますか。 

○浅羽委員 こういう予算配分に関すること、これを見せていただいたときも、すごく関心がありま

すし、大事なことだと思うんですけれども、これを実際に業務をやられている方に対して、ある

いはそうした部署に対して投げかけるというのが、どれだけ責任あるコメントになるのかなとい

うところで、若干ちょっと危惧をしているんですけれども、必要かどうかを、金額をと言われて

も、ちょっと困るんじゃないのかなと。それは配分の問題がまた別のところであるのかなという

気もしていましたので、執行と、その予算配分とか、必ずしもきれいにいくかどうか。こんなに

要らないでしょうというふうに現場からおっしゃられるなら話は別かもしれないんですけれども、

その辺りはいかがなものなんでしょうか。 

○小原安全規制管理官（廃棄物・貯蔵・輸送担当） これはまさしく、現時点でスペックが固まって

いないもの、将来的に申請されることが予想されるスペックを前提にいろいろデータを取得して

いこうという内容ですので、おっしゃられるとおり、民間の中で、時々刻々スペックが固まって

いく、あるいは変わっていくということがあるならば、それを反映した形で、この試験の中に取

り入れていくということになりますので、そこは場合によっては、おっしゃられるとおり、予算

時点とは変わったものになっていくことというのは否めないというふうに考えてございます。 

 ただ、そこはやっぱり、そのために委託委員会の中で状況を踏まえて、どういう項目について

やるべきかとか、どういうスペックを前提とすべきだとかいうのは検討しながら、その試験の中

に反映していくという形で進めるという形にしてございます。 

○浅羽委員 そうしますと、予算そのものもそうですが、その金額の面で、できるだけ効率的に事業

実施していくというところが今後すごく重要になってくるのかなという印象を持ったのですけれ

ども、いかがでしょうかね。 

○田渕委員 実際のコメントとして、予算と執行額に大きな乖離が見られたという事実は記載したほ

うがいいと思うんですね。その乖離に対して、我々が妥当だという判断であれば、それほど強い

指摘をする必要もなく、さらに効率的な実施を、という話になるでしょうし。ただ、それが本当

に妥当かどうかという判断がつかないというのはありますけれども。 
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○小笠原委員 要するに、それだけ予算と実績の乖離があったときに、未執行なものが多かったため

に乖離があったのか、十分なことをやったんだけれども、そういった経費削減努力をしたことに

よって、そういう乖離が生まれたのかということの説明責任ははっきり表明していただいたほう

が、よりプロジェクトの実態がわかるかなということだと思うんですね。そこが前回ちょっとわ

からなかったので。鉄板がすごく安かったみたいな話が始まったものですから。 

○田渕委員 前回の会合の際、その理由についてその場できちんとした御説明ができなかったことで、

疑問を持ちました。 

○小笠原委員 そうですね。そういうことだと思います。 

○米谷課長 それは、今回の評価の中に書き加えるということなのか、今後の説明のときにきちんと

してほしいということなのか。 

○田渕委員 書いたほうがいいと思います。 

○米谷課長 そうですか。じゃあ、それをちょっと書き加え……。 

○田渕委員 所見として挙げるべきだと思います。 

○米谷課長 所見として書きましょうと。 

○田渕委員 はい。 

○米谷課長 わかりました。それでは、2-5はそのようにさせていただきたいと――修正をちょっと加

えさせていただきたいと思います。 

○田渕委員 全面的に書き直していただいたほうがいいかと思います。 

○川口補佐 今の2-5の部分につきましては、ちょっと、全面的な書き換えをこちらで検討させていた

だきますので。 

 続きまして、事業番号といたしましては2-6、2-7、2-8という順番に進めたいと思います。 

 2-6が、「経済協力開発機構原子力機関拠出金」というものでございました。こちらにつきまし

ては、議論の中でも特段の指摘や論点等なかったというふうに我々は認識してございます。あえ

て所見という形を記載するとすれば、こういう書き方があるのではないかという一例といたしま

して、「引き続き、効果的・効率的な事業執行に努めること」ということをあえて挙げさせてい

ただいてございます。 

○米谷課長 2-6は、OECD/NEAへの拠出金、それから2-7は……。 

○川口補佐 2-7はまた別に説明させていただきます。2-6だけで御議論をいただければ。 

○米谷課長 2-6、はい。 

○小笠原委員 これは田渕委員の前回の受け売りというか、先ほどの御指摘と重なっちゃうんですけ
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れども、これを抽出したのはどうしてなんですか。むしろ、こんな議論の余地のないものを。そ

れをちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○川口補佐 まず、大前提といたしまして、全ての事業を5年に一度を目安として、外部有識者の点検

の対象として挙げなければいけないというものがございます。その上で、本事業につきましては、

補助金とか委託費等の見直し年度というのが設定されてございまして、それの最終年度に当たる

という事業でございます。そのときには必ず点検を受けなさいと。外部有識者の点検を受けなさ

いというふうな形に行革事務局のほうでつくってございまして、その対象としてこれらが挙がっ

ているというものでございます。 

○田渕委員 前回の会議のときに、委員の皆さんから質問が出ましたよね。ということは、これだけ

の資料ではわからないことがあったわけですよね。例えば、減額も為替のレートではなくてNEAか

らの調整によってなされた、会議に出席する際に発生する経費は全て含まれている、等。そうし

た点に関しては、レビューシートですとか、国民の皆さんに示す資料に明記をして、わかりやす

い説明に努められたいというようなコメントは入れたほうがいいのではないかと思います。 

○米谷課長 了解いたしました。 

 よろしゅうございますか。 

（はい） 

○米谷課長 それでは、拠出金の二つ目、2-7のほうに。 

○川口補佐 続きまして、資料2-7でございます。「原子力発電安全基盤調査拠出金」でございます。

論点につきましては、同じく資料1の2枚目にございます。上から二つ目でございますが、こちら

は、先ほどの2-6のほうの、まさにOECD/NEAに対する各国の分担金とは違いまして、任意の拠出金

であるという事業の中身を踏まえまして、本事業の成果、特に我が国の原子力規制の質の向上と

いうところについての活用、これについての部分を明らかにすべきではないかというような指摘

があったと認識してございます。これを論点として挙げさせていただいてございます。これをも

とに御議論いただければと思います。 

○米谷課長 2-7の拠出金については、確かにこのような議論があったかと思いますが、事務局のまと

めでよろしゅうございますでしょうか。 

○田渕委員 先ほどのコメント、要するに国民の皆さんに内容がきちんとわかる整理の仕方、説明責

任についてのコメントをこの事業にも入れていただきたいと思います。この事業では、どういう

形でこの事業が質の向上につながったのか、その辺のところが資料では見えなかったので、前回

委員から質問があったと思うんですね。その点に関しても、きちんと説明責任を果たしていく必
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要があると思います。 

○米谷課長 我が国の原子力規制の質の向上にどのようにつながったのかということも含めて、国民

へのわかりやすい説明に努めてほしいということを加えたいと思います。 

○小笠原委員 ちょっと僕も、前回のメモで見ますと、このNEAから、そういう拠出の依頼があって、

言ってみれば請求書が来て、それについてお金を払うと。要するに、我々としては意見の陳述す

る権利があるんだと、そういう場があるんだということであれば、アウトプットは、そういう意

見を何回、どういうものをしたかというのがアウトプットで、それに対して、せっかく任意で、

払わなくてもいいのに払っているとすれば、その結果、このNEAのほうからどういう、それに対す

る返答があって、一定の原子力規制に関する世界的な意見の取りまとめとかに貢献したのかとい

うようなところをもっと御説明をされたほうが、この活動の本当の意味が出てくるかなと思うん

ですね。そこだと思います。 

○米谷課長 担当課のほうから何か。 

○前岡国際課課長補佐 特段ございません。 

○米谷課長 では、今お二方の先生の御指摘を踏まえて、国民への説明、これらのことも含めて説明

を今後していただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、最後、2-8ですか、事務局のほうからお願いします。 

○川口補佐 これで最後になります。2-8、「原子力規制機関評価事業拠出金」というものでございま

す。これにつきましても、特段の指摘や論点等はなかったのではないかというふうに認識してご

ざいます。「敢えて」ということで書いてございますが、先ほどの議論を踏まえますと、田渕先

生がおっしゃったような、そもそもこの中でのレビューシートの書き方というのをもう少しちゃ

んと充実させるなど、国民への説明責任を果たすべきではないかというような指摘を入れた上で、

さらに何か入れるべきことがあれば御指摘いただければと思います。 

○米谷課長 最後、IAEAの拠出金、事務局からもありましたように、やはりここにも、田渕先生から

御指摘がありました効果などについて、国民にわかりやすい説明をするということを加えたいと

いうこともございました。 

 いかがでございましょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

（はい） 

○米谷課長 はい、わかりました。 

 それでは、お時間を1時間弱いただきまして、前回の議論を事務局がまとめて、さらに御意見を

賜ったところでございます。 
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 今後の進め方について、事務局から最後に。 

○川口補佐 事務局でございます。今日、資料1の論点につきまして、各委員のほうから御意見をいろ

いろいただきました。ありがとうございます。これを踏まえまして、まず事務局のほうで、最終

的な外部有識者からの所見の案というものを再度提案させていただきまして、こちらにつきまし

ては、各委員に対してメールで御確認をいただくという形で進めさせていただきたいと思います。

それを踏まえまして、最終セットをさせていただきまして、この後、原子力規制委員会の中のレ

ビューのほうの推進チームのほうで、最終的な推進チームとしての所見をまとめると。最終的に

は8月末の行政事業レビューシートの最終公開という形につながっていくという形になります。 

 ですので、まず取り急ぎ事務局のほうで所見案のほうの修正をさせていただきますので、それ

をまず御確認いただければというふうに思います。 

○米谷課長 御質問等ございませんでしょうか。 

（なし） 

○米谷課長 それでは、非常に効率的な議事の運営に御協力いただきましてありがとうございました。

今日の御意見を踏まえて事務局のほうでまとめて、今度は、メールで確認していただくというこ

とにしたいと思います。 

 お忙しいところを御足労いただきまして大変ありがとうございました。貴重な御意見を賜りま

してありがとうございました。 

○川口補佐 事務局から1点だけ。次回につきましては、特段、今いつというのは決めてございません

が、最終公表した後、またどこかで、秋ごろなのかにちょっと1回させていただきたいという思い

がございますので、また個別、調整させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○米谷課長 それでは、本日の会合を終了いたします。ありがとうございました。 

以上 


